
　
受
章
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

▽
瑞
宝
小
綬
章（
防
衛
功
労
）

●
千
葉
福
生
さ
ん

▽
瑞
宝
双
光
章（
教
育
功
労
）

●
赤
尾
暢
夫
さ
ん

▽
瑞
宝
単
光
章（
消
防
功
労
）

●
鈴
木
盛
哉
さ
ん

　
緊
急
時
や
災
害
時
に
援
護
が
必
要

な
方
の
支
援
の
た
め
、
救
急
医
療
情

報
キ
ッ
ト
を
無
料
で
配
布
し
て
い
ま

す
。
キ
ッ
ト
は
、
か
か
り
つ
け
医
や

緊
急
連
絡
先
、
薬
剤
情
報
提
供
書
の

写
し
な
ど
を
入
れ
て
冷
蔵
庫
に
保
管

し
、
救
急
の
時
に
活
用
す
る
も
の
で

す
。既
に
キ
ッ
ト
を
お
持
ち
の
方
は
、

必
要
に
応
じ
て
情
報
を
更
新
し
ま

し
ょ
う
。

▽
対
象

65
歳
以
上
の
方
、
障
が
い

の
あ
る
方
や
健
康
上
不
安
を
抱
え

て
い
る
方
で
、
緊
急
時
や
災
害
時

に
支
援
を
必
要
と
す
る
方

▽
配
布
方
法　
窓
口
で
の
申
請
後
、

キ
ッ
ト
を
お
渡
し
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者

支
援
係
（
直
通
５
５
８
・
１
９
５

３
）

▽
縦
覧
期
間

12
月
10
日
㈬
～
24
日

㈬
（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
水
曜
日
は
午
後
８
時
ま
で
、
土

曜
日
は
正
午
か
ら
午
後
１
時
を
除

く
）

▽
縦
覧
場
所　
生
活
排
水
対
策
課

▽
意
見
書
の
提
出　
市
内
在
住
の
方

か
利
害
関
係
の
あ
る
方
は
、
縦
覧

期
間
中
（
必
着
）
に
意
見
書
を
窓

口
か
郵
送
で
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▽
提
出
・
問
合
せ　
生
活
排
水
対
策

課
（
〒
１
９
７

－

０
８
１
４　
二

宮
３
５
０
、
直
通
５
５
８
・
２
０

５
４
）

　
西
多
摩
８
市
町
村
の
小
・
中
学
生

が
発
表
し
ま
す
。

▽
日
時

12
月
13
日
㈯　
午
後
１
時

30
分
～
４
時
30
分（
１
時
開
場
）

▽
場
所　

五
日
市
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
ま
ほ
ろ
ば
ホ
ー
ル

▽
主
催　
多
摩
西
人
権
啓
発
活
動
地

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会

▽
問
合
せ　
市
民
課
市
民
相
談
窓
口

係（
☎
５
５
８
・
１
２
１
６
）

▽
日
時

12
月
24
日
㈬　
午
後
３
時

▽
場
所　
市
役
所
５
階
５
０
３
会
議

室
▽
付
議
予
定
案
件

●
秋
多
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の

変
更
に
つ
い
て

●
秋
多
都
市
計
画
下
水
道
あ
き
る
野

市
公
共
下
水
道
の
変
更
に
つ
い
て

▽
傍
聴
者
数

10
人
以
内
（
会
議
開

催
の
30
分
前
に
傍
聴
希
望
者
が
10

人
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

▽
問
合
せ　
都
市
政
策
課
（
直
通
５

５
８
・
２
０
２
６
）

　
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
都
民
一

人
ひ
と
り
に
交
通
安
全
意
識
の
普

及・浸
透
と
、
年
末
期
の
交
通
事
故
、

飲
酒
運
転
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
近
隣
で
は
、
高

齢
者
や
二
輪
車
に
よ
る
重
大
事
故
が

数
件
発
生
し
て
い
ま
す
。
家
族
で
年

末
年
始
に
向
け
、
車
や
自
転
車
の
運

転
中
及
び
歩
行
中
の
交
通
ル
ー
ル
を

再
度
確
認
し
、
事
故
防
止
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

▽
期
間

12
月
１
日
㈪
～
７
日
㈰

▽
推
進
重
点
項
目

●
高
齢
者
を
始
め
と
す
る
歩
行
者
の

安
全
の
確
保

　
所
得
税
や
住
民
税
は
、
そ
の
年
に

支
払
っ
た
国
民
年
金
保
険
料
が
社
会

保
険
料
控
除
額
と
し
て
課
税
所
得
か

ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が
算
定
さ
れ
ま

す
。
自
身
の
支
払
保
険
料
の
ほ
か
、

家
族
分
の
支
払
保
険
料
も
控
除
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
税
法
上
、
有
利

な
国
民
年
金
は
、
老
後
だ
け
で
な
く
、

不
慮
の
事
故
な
ど
万
一
の
と
き
に
心

強
い
味
方
と
な
り
ま
す
。
保
険
料
は

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。社

会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
社
会
保

　
警
察
・
消
防
に
従
事
し
て
い
た
功

績
が
認
め
ら
れ
、
２
人
の
方
が
、
11

月
３
日
付
け
で
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

▽
瑞
宝
双
光
章（
警
察
功
労
）

●
明
珍
孔
二
さ
ん

▽
瑞
宝
単
光
章（
消
防
功
労
）

●
鈴
木
好
一
さ
ん

12
月
６
日
㈯
は
、
シ
ス
テ
ム
改
修
作
業
を
行
う
た
め
、
土
曜
日
開
庁
業
務
は
行
い
ま
せ
ん
。

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を

無
料
配
布
し
て
い
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
は

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

西
秋
川
衛
生
組
合

年
末
・
年
始
の
持
込
み
ご
み
の

受
入
れ
に
つ
い
て

危
険
業
務
従
事
者　
叙
勲

令
和
７
年
秋
の
叙
勲

都
市
計
画
審
議
会
の
開
催

あ
き
る
野
市

　
公
共
下
水
道
事
業

計
画
変
更
図
書
の
縦
覧

第
22
回
こ
ど
も
か
ら
の

人
権
メ
ッ
セ
ー
ジ
発
表
会

in
あ
き
る
野

令
和
７
年
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
交
通

安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

~
世
界
一
の
交
通
安
全
都
市

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
を
目
指
し
て
~

険
料
控
除
を
受
け
る
に
は
、
納
付
し

た
保
険
料
額
の
証
明
が
必
要
で
す
。

こ
の
証
明
は
「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
と
し

て
、
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

※
９
月
30
日
ま
で
の
納
付
分
の
証
明

書
で
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告

に
は
、
10
月
１
日
以
降
の
納
付
分

の
領
収
証
書
も
必
要
に
な
り
ま

す
。

▽
問
合
せ　
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ

ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０
・
０
０
３
・

０
０
４
）、
保
険
年
金
課
年
金
係

年
末
の
粗
大
ご
み
の

申
し
込
み
は
早
め
に

　
年
末
は
、
粗
大
ご
み
の
申
し
込
み

が
多
く
な
り
ま
す
。
年
末
の
片
付
け

で
収
集
を
希
望
す
る
方
は
、
早
め
に

各
収
集
地
区
の
業
者
に
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。粗
大
ご
み
の
出
し
方
は
、

「
資
源
と
ご
み
の
出
し
方
カ
レ
ン

ダ
ー
」
の
29
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。年

末
・
年
始
の
ご
み
は

小
分
け
に
し
て
計
画
的
に

出
し
ま
し
ょ
う

　
一
度
に
た
く
さ
ん
の
粗
大
ご
み
を

出
す
場
合
、
複
数
回
に
分
け
て
収
集

す
る
こ
と
が
あ
り
、
年
始
の
回
収
に

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
計
画

的
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
資
源
ご
み
に
つ
い
て
も
、

表
に
あ
る
年
内
最
終
回
収
日
を
ご
確

認
の
上
、
こ
ま
め
に
出
し
て
く
だ
さ

い
。

朝
８
時
ま
で
に

必
ず
出
し
て
く
だ
さ
い

　
年
末
年
始
は
、
排
出
量
が
増
え
る

傾
向
に
あ
る
た
め
、
回
収
ル
ー
ト
が

変
わ
る
こ
と
や
時
間
が
前
後
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
朝
８
時
ま
で

に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
８
時
以
降
に

出
さ
れ
、
回
収
に
間
に
合
っ
て
い
な

い
場
合
の
再
回
収
は
、で
き
ま
せ
ん
。

年
末
・
年
始
の
ご
み
収
集

12
月
31
日
㈬
か
ら
令
和
８
年
１
月

４
日
㈰
ま
で
は
、
全
地
区
収
集
が
あ

り
ま
せ
ん
。
１
月
は
、
資
源
の
収
集

日
が
通
常
の
月
と
変
わ
っ
て
い
る
曜

日
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▽
年
末
・
年
始
の
し
尿
の
汲
み
取
り

●
年
末
…
12
月
26
日
㈮
ま
で

●
年
始
…
令
和
８
年
１
月
５
日
㈪
か

ら
▽
問
合
せ　
生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

サ
イ
ク
ル
係

　
年
末
・
年
始
の
持
込
み
ご
み
は
大

変
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
ご
み
収

集
車
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
受

入
れ
は
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

▽
年
末
・
年
始

●
年
末
…
12
月
26
日
㈮　
午
後
４
時

ま
で

●
年
始
…
令
和
８
年
１
月
８
日
㈭　

午
前
９
時
か
ら

▽
対
象　
市
民（
個
人
）

※
運
転
免
許
証
な
ど
で
本
人
確
認
を

し
ま
す
。

▽
持
ち
込
み
が
で
き
る
ご
み　

可

燃
・
不
燃
・
粗
大
ご
み
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
分
別
し
て
持
ち
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

※
資
源
や
有
害
ご
み
、
事
業
所
ご
み

は
、
持
ち
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

▽
そ
の
他　
詳
し
く
は
、
西
秋
川
衛

生
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す

る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▽
問
合
せ　
西
秋
川
衛
生
組
合
（
☎

５
９
６
・
４
４
１
８
、
平
日
の

み
）

▽
担
当
課　
生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

サ
イ
ク
ル
係

●
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事
故
防

止
●
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

●
自
転
車
と
特
定
小
型
原
動
機
付
自

転
車
利
用
時
の
交
通
ル
ー
ル
の
理

解
・
遵
守
の
徹
底

●
飲
酒
運
転
の
根
絶

●
違
法
駐
車
対
策
の
推
進

▽
そ
の
他　
道
路
交
通
法
の
改
正
に

伴
い
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か

ら
、
自
転
車
の
交
通
違
反
に
「
交

通
反
則
制
度
」（
通
称
青
切
符
）
が

導
入
さ
れ
ま
す
（
取
締
り
の
対
象

は
16
歳
以
上
）。
ま
た
、
令
和
６

年
11
月
１
日
か
ら
は
自
転
車
の

「
運
転
中
の
な
が
ら
ス
マ
ホ
」「
酒

気
帯
び
運
転
」
が
罰
則
の
対
象
に

な
っ
て
い
ま
す
。
自
転
車
利
用
時

の
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
り
、
ヘ

ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
、
安
全
な
運

転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
詳
し
く

は
、
警
察
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
い

た
だ
く
か
、
警
視
庁
や
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
五
日
市
警
察
署
（
☎
５

９
５
・
０
１
１
０
）、
福
生
警
察

署
（
☎
５
５
１
・
０
１
１
０
）
地

域
防
災
課
地
域
安
全
係

西秋川
衛生組合
ホームページ

表1　12月の各地区の種類別の最終収集日
種類

地区
可燃ごみ

不燃ごみ、資源
（ペットボトル・

白色トレイ）

資源（缶・金属類、
びん類）、有害ごみ、
使用済小型電子機器

資源
（古紙・布類）

Ａ地区 12月29日㈪ 12月23日㈫ 12月24日㈬ 12月26日㈮
Ｂ地区 12月29日㈪ 12月16日㈫ 12月17日㈬ 12月19日㈮
Ｃ地区 12月30日㈫ 12月18日㈭ 12月15日㈪ 12月17日㈬
Ｄ地区 12月30日㈫ 12月25日㈭ 12月22日㈪ 12月24日㈬
Ｅ地区 12月29日㈪ 12月26日㈮ 12月23日㈫ 12月24日㈬
Ｆ地区 12月29日㈪ 12月19日㈮ 12月16日㈫ 12月17日㈬

表2　1月の各地区の種類別の収集開始日
種類

地区
可燃ごみ

不燃ごみ、資源
（ペットボトル・

白色トレイ）

資源（缶・金属類、
びん類）、有害ごみ、
使用済小型電子機器

資源
（古紙・布類）

Ａ地区 1月5日㈪ 1月13日㈫ 1月14日㈬ 1月16日㈮
Ｂ地区 1月5日㈪ 1月 6 日㈫ 1月 7 日㈬ 1月 9 日㈮
Ｃ地区 1月6日㈫ 1月 8 日㈭ 1月 5 日㈪ 1月 7 日㈬
Ｄ地区 1月6日㈫ 1月15日㈭ 1月12日㈪ 1月14日㈬
Ｅ地区 1月5日㈪ 1月16日㈮ 1月13日㈫ 1月14日㈬
Ｆ地区 1月5日㈪ 1月 9 日㈮ 1月 6 日㈫ 1月 7 日㈬

年
末
・
年
始
の
ご
み
収
集

あきる野市役所　☎（042）558－1111 ㈹ 令和７年（2025年）12 月１日 （2）


